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△ 青色事業専従者に支払った退職金

Q 。
● 私は長らく個人で事業を営んできまし

たが、規模も大きくなってきたため、法人組

織に変更し、個人事業当時の使用人に対し退

職金を支給しました。

また、青色事業専従者として長男も働いて

いましたので、長男にも退職金を支給しまし

たが、長男への退職金は事業所得の必要経費

として認められますか。

A ●
。 青色事業専従者に支払った退職金は必

要経費に算入できません。

【解説】

事業主と生計を一にしている配偶者その他

の親族に支払う給料等は、所得税法上原則と

して必要経費に算入することはできませんが、

青色申告者が、その事業に専ら従事する青色

事業専従者に対して、「青色事業専従者給与

に関する届出書」に記載されている方法に従

い、その記載されている金額の範囲内におい

て給与を支払った場合には、専従者の労務の

対価として相当額であれば必要経費に算入で

きるという特例があります。

しかし、ここでいう「給与」とは、給与所

得の収入金額になる給料、賞与、手当などで

あって、その専従者がその事業に従事してい

る期間に受けるべきものに限られています。

ご質問の専従者が受けた退職金は、「給与」

ではありません。

したがって、長男への退職金は、事業所得

の計算上必要経費に算入することはできませ

ん 。


